
生駒市条例第４０号  

生駒市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。  

平成２７年１２月２５日  

生駒市長 小 紫 雅 史    

 

生駒市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中第１２号を第１４号とし、第１１号を第１２号とし、同号の次

に次の１号を加える。 

(13) 救急科 

第３条第３項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰

り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 形成外科 

附 則 

 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 


